
平成１７年（行ケ）第１０１３１号　審決取消請求事件
（旧事件番号　東京高裁平成１６年（行ケ）第５７０号）
口頭弁論終結日　平成１７年１０月１３日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　
　　　　　　　　原　　　　　　告　　　　ヤヨイ化学工業株式会社
　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　
　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　島  田  康  男
　　　　　　　　同　　　　弁理士　　　　佐  藤  正  年
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　佐  藤  年  哉
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　村  田  幹  雄
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　広  川  浩  司
　　　
　　　　　　　　被　　　　　　告　　　　特許庁長官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中  嶋    　誠
　　　　　　　　指定代理人　　　　      石  原  正  博
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　清  田  榮  章
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　岡  田  孝  博
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　伊  藤  三  男
　　　
　　　　　　　　被告補助参加人　　　　極東産機株式会社
　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　
　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　岡  崎  謙  秀
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　西  澤  利  夫
　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
          １　本件訴えを却下する。
          ２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
    　特許庁が訂正２００４－３９１５４号事件について平成１６年１１月１８日
にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
    　本件は，原告が後記実用新案登録につき訂正審判を請求したところ，特許庁
が審判請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
　１　請求の原因　
　 (1)　特許庁等における手続の経緯
      　原告は，名称を「自動壁紙糊付機」とする考案につき，平成４年５月１４
日に実用新案登録出願をし，平成９年２月１３日に実用新案登録第２５３４７７２
号として設定登録を受けた（以下「本件実用新案登録」という。）。
      　その後，被告補助参加人から本件実用新案登録につき無効審判請求を受け
たので，特許庁はこれを審理し，その結果，平成１６年５月６日，本件実用新案登
録を無効とする旨の審決をした。これに対し原告は，その取消しを求める訴えを東
京高等裁判所に提起した（同裁判所平成１６年（行ケ）第２７１号事件）。
      　前記訴訟係属中の平成１６年７月２日，原告は本件実用新案登録の実用新
案登録請求の範囲等の訂正を求める審判を請求した（以下「本件訂正審判請求」と
いう。）。特許庁は，これを訂正２００４－３９１５４号事件として審理した上，
平成１６年１１月１８日，本件訂正審判請求は成り立たない旨の審決（以下「本件
訂正審決」という。）をし，その謄本は，平成１６年１１月３０日原告に送達され
た。
  (2)　登録時の考案の内容
      　本件実用新案登録の設定登録時の実用新案登録請求の範囲は，請求項１か
ら成り，その内容は下記のとおりである。
      　　　　　　　　　　　　　　記
      【請求項１】モータにより連動して回転駆動される複数のロールによりシー
ト状壁装材を所定の経路に沿って移動させつつ，糊桶内の糊を糊付けロールにより
前記壁装材の裏面に連続的に転写塗布する自動壁紙糊付機において，入側ピンチロ
ールの下側ロールを，フレーム側板に設けられた長穴又はＵ字穴によって軸受した



ことを特徴とする自動壁紙糊付機。
  (3)　本件訂正審判請求の内容
      　原告がなした本件訂正審判請求の内容は，別添審決書記載の訂正の内
容(1)(2)のとおりである。
      　このうち，実用新案登録請求の範囲に関する訂正の内容は，下記のとおり
である（下線を付した部分が訂正箇所）。
      　　　　　　　　　　　　　　記
      【請求項１】モータにより連動して回転駆動される複数のロールによりシー
ト状壁装材を所定の経路に沿って移動させつつ，本体部に内蔵された糊桶内の糊を
糊付けロールにより前記壁装材の裏面に連続的に転写塗布する自動壁紙糊付機にお
いて，前記本体部は，内部に左右の軸受板としての一対のフレーム側板を有し，前
記フレーム側板に，前記糊付けロールと下側ピンチロールとドクターロールが軸受
され，下側ピンチロールとドクターロールは互いの間隔が手指の太さより狭い位置
に設置されて，互いに内側に向かう回転方向となっており，前記下側ピンチロール
は，前記フレーム側板に設けられた長穴又はＵ字穴を介して軸受されるもので，前
記糊付けロール及びドクターロールを回転させながら洗浄する際に，前記下側ピン
チロールを前記長穴又はＵ字穴を介して前記ドクターロールとの間隔を広げる方向
に移動させることにより，下側ピンチロールへの回転伝達を解除自在としたことを
特徴とする自動壁紙糊付機。
  (4)　審決の内容
      　本件訂正審決の内容は，別添審決書写しのとおりである。
  (5)　審決の取消事由
      　本件訂正審決は，引用考案の認定及び進歩性の判断に誤りがあるので，違
法として取り消されるべきである。
  (6)　なお，原告が提起した上記(1)の訴えにつき，被告主張のとおり，その後東
京高等裁判所から請求棄却の判決がなされ，最高裁判所から上告棄却及び不受理の
決定がなされたことは，いずれも認める。
  ２　請求原因に対する認否
    　請求原因(1)～(4)の各事実は認めるが，同(5)は争う。
  ３　被告の主張
    　原告が提起した前記平成１６年（行ケ）第２７１号事件につき，東京高等裁
判所は，平成１７年３月２３日，原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原
告がこれに対して上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁判所が同年９月２０
日に上告棄却及び不受理の決定をしたので，同判決は確定した。したがって，本件
実用新案登録が無効であることが確定したので，本件訴えは，訴えの利益を欠くも
のとして，不適法となる。
第４　当裁判所の判断
  １　請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯），(2)（登録時の考案の内
容），(3)（本件訂正審判請求の内容），(4)（審決の内容）の各事実は，いずれも
当事者間に争いがない。
  ２　訴えの利益の有無
    　被告の主張事実（本件実用新案登録を無効とする審決の確定）は，当事者間
に争いがない。
    　そして，訂正不許の審決取消訴訟の係属中に，無効審決が確定した場合に
は，実用新案権者は，上記取消訴訟において勝訴判決を得たとしても訂正審判の請
求が認容されることはあり得ないのであるから，同審決の取消しを求めることにつ
き，法律上の利益を失うに至ったものというべきである（最高裁昭和５９年４月２
４日第三小法廷判決・民集３８巻６号６５３頁）。
    　なお，前記最高裁判決後における実用新案法，特許法等の法改正を考慮して
も，前記判示を変更する必要はないと解する。
  ３　以上によれば，原告の本件訴えは，訴えの利益を欠くに至ったものとして不
適法であるから却下することとし，主文のとおり判決する。

          知的財産高等裁判所 第２部

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　中　　　野　　　哲　　　弘



　　　　　　　　　　　　裁判官  　  大　　　鷹　　　一　　　郎

                　　　　裁判官    　長　谷　川　　　浩　　　二


